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本
稿
は
、
本
増
刊
号
冒
頭
の
「
監

修
に
あ
た
っ
て
」
で
触
れ
た
と
お

り
、
本
誌
平
成
29
年
１
月
号
（
８
０

９
号
）
か
ら
12
月
号
（
８
２
２
号
）

ま
で
の
本
誌
通
常
号
「
金
融
商
事
実

務
判
例
紹
介
」
欄
掲
載
の
各
判
例
の

中
か
ら
、
企
業
法
務
お
よ
び
銀
行
法

務
の
観
点
か
ら
見
て
重
要
な
も
の
を

「
銀
行
の
固
有
業
務
」、「
担
保
・
保

証
」、「
回
収
・
倒
産
」、「
そ
の
他
金
融

業
務
」、「
商
事
」、「
そ
の
他
企
業
法

務
」
の
６
つ
の
分
野
に
分
類
し
て
、

そ
の
概
要
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ

る
。
記
述
に
あ
た
っ
て
は
、
前
年
号

と
同
様
に
、
通
読
す
る
場
合
の
読
み

や
す
さ
の
観
点
か
ら
、
当
事
者
を
、

原
告
、
控
訴
人
、
上
告
人
な
ど
の
訴

訟
手
続
上
の
呼
称
で
呼
ぶ
こ
と
は
避

け
、
主
債
務
者
、
保
証
人
、
株
主
な

ど
、
当
事
者
の
法
律
上
の
地
位
で
表

示
す
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
紙
幅

の
関
係
と
重
要
性
の
観
点
か
ら
、
最

高
裁
判
例
を
対
象
と
し
て
そ
の
概
要

を
簡
潔
に
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
。

権
、
通
常
貯
金
債
権
お
よ
び
定
期

１
　
共
同
相
続
さ
れ
た
普
通
預
金
債

貯
金
債
権
は
、
い
ず
れ
も
、
相
続

開
始
と
同
時
に
相
続
分
に
応
じ
て

分
割
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
遺
産

分
割
の
対
象
と
な
る
（
破
棄
差
戻

し
）（
最
決
平
成
28
・
12
・
19
本
号

5
判
例
）

本
件
は
、
不
動
産
の
ほ
か
に
、
普

通
預
金
債
権
、
通
常
貯
金
債
権
お
よ

び
定
期
貯
金
債
権
を
有
し
て
い
た
被

相
続
人
の
共
同
相
続
人
間
の
遺
産
分

割
申
立
事
件
で
あ
る
。
第
一
審
は
、

不
動
産
の
み
を
対
象
と
し
て
遺
産
分

割
の
審
判
を
し
、
原
審
も
、
本
件
預

貯
金
は
、
相
続
開
始
と
同
時
に
当
然

に
相
続
人
が
相
続
分
に
応
じ
て
分
割

取
得
し
、
相
続
人
全
員
の
合
意
が
な

い
限
り
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
ら
な

い
な
ど
と
し
た
う
え
で
、
不
動
産
の

み
を
対
象
と
し
て
こ
れ
を
共
同
相
続

人
の
一
人
に
全
部
取
得
さ
せ
る
審
判

を
し
た
。

本
決
定
は
、「
共
同
相
続
さ
れ
た
普

通
預
金
債
権
、
通
常
貯
金
債
権
及
び

定
期
貯
金
債
権
は
、
い
ず
れ
も
、
相

続
開
始
と
同
時
に
当
然
に
相
続
分
に

応
じ
て
分
割
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る
も
の
と
解

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し

て
、
原
決
定
を
破
棄
し
、
事
件
を
原

審
に
差
し
戻
し
た
。

本
決
定
は
、
預
金
債
権
や
貯
金
債

権
が
相
続
開
始
と
同
時
に
当
然
に
分

平
成
29
年

重
要
判
例
回
顧

弁護士

柳田 幸三

一
　
銀
行
の
固
有
業
務
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分類 概　要 裁判所・言渡日等 出　典

口
座
凍
結

預
金
払
戻
請
求

金
融
犯
罪

預
金
業
務

預
金
と
相
続

金法 2063号  72頁
本号1判例
金法 2063号  79頁

金判 1529号  27頁

金判 1530号  24頁

金法 2061号  87頁
本号2判例

金法 2055号82頁
本号3判例

判時 2312号134頁

判時 2312号134頁

判時 2338号112頁
判タ 1439号119頁

判時 2318号  40頁
本号4判例

民集70巻8号2121
頁
金判 1508号  10頁
金判 1510号  37頁
判時 2333号  68頁

大阪高判平成28・11・
29（確定）
大阪地判平成28・５・
30（控訴）
※大 阪 高 判 平 成 28・
11・29の原審
東京高判平成29・２・
２（確定）

東京高判平成29・４・
27（確定）

東京地判平成28・６・
10（確定）

東京地判平成28・４・
20（確定）

東京高判平成27・６・
11（確定）

松江地判平成28・１・
20（確定）

福岡高判平成28・12・
20（上告）

東京地判平成28・３・
23（確定）

最決平成28・12・19
（破棄差戻し）

金融機関の預金口座が「犯罪利用預金口座等」（振り込め
詐欺救済法２条４項）に該当しないとされた事例

被用者の横領行為によって損害を被ったという使用者
が、その横領に係る金員が預け入れられ、払戻しがされ
た預金口座の開設先である金融機関に対し、同口座の開
設時ないし払戻時の本人確認義務違反を理由として損害
賠償を求めた請求を棄却した第１審判決が控訴審におい
てその結論は相当であるとして是認された事例
甲の郵便貯金から死亡直前に長女乙の夫（当時）であっ
た郵便局員の丙が無断で払戻しを受けたとして丙に対し
て損害賠償を求め、ゆうちょ銀行に対して主位的に同払
戻金を含む郵便貯金の払戻し、予備的に丙の使用者責任
に基づく損害賠償を求める乙ほか甲の共同相続人の請求
にいずれも理由がないとされた事例
預金口座の名義人である甲がその母である同口座の開設
者である乙に対して乙が同口座から払戻しを受けた預金
相当額を不当利得金として返還を求める請求に理由がな
いとされた事例
会社代表者が個人で開設した信用金庫の個人名義の普通
預金口座からの約１億円の払戻しについて、債権の準占
有者に対する弁済として有効とされた事例
他人の親族になりすまして行う詐欺の現金受取役を担っ
た被告人が、氏名不詳者からの指示内容が現金詐欺であ
ると認識した時点で、氏名不詳者との間に詐欺の共謀が
成立するとされた事例
多額の経費をかけて東京から松江まで赴き、スーツを着
用し偽名を用いるなどして高齢者から現金を受領する役
割を客観的には担った被告人について、本件特殊詐欺の
指示役は、被告人と以前からの知り合いであり、被告人
に対し、仕事内容の詳細を明示せずなし崩し的に依頼や
指示を承諾させ、偽名の使用や高額な現金受領について
も一定の説明をして信用させていたことなどから、被告
人には、何らかの犯罪に関係するとの認識までは生じな
かった合理的な疑いが残るなどとして、詐欺の故意が認
められないとされた事例
１　現金送金型の特殊詐欺事案において、受け子につき
詐欺の未必的故意を認めた事例
２　「騙されたふり作戦」が行われた特殊詐欺事案にお
いて、受け子につき詐欺未遂罪の共同正犯の成立を認め
た事例
詐欺商法業者に用いられた銀行口座を開設するにあた
り、その手伝いの内職をしていた者らにつき、口座開設
の幇助をしている認識がなくとも、自らの行為が違法行
為に使われる可能性が高いことを容易に知り得たとし
て、損害賠償責任を認めた事例
共同相続された普通預金債権、通常貯金債権および定期
貯金債権は遺産分割の対象となるか
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1口座凍結・預金規定

金融機関の預金口座が振り込め詐欺救済法２条４項所定の「犯罪利用預金口座
等」に該当しない等とされ預金者の請求が認容された事例〔確定〕（大阪高判平
成28・11・29金法2063号72頁）

重要度　★★☆

１
　
本
件
は
、
Ｘ
が
、
Ｙ
銀
行
に
対
し
、

Ｘ
名
義
の
普
通
預
金
口
座
（
以
下
、「
本
件
口

座
」
と
い
う
）
に
つ
い
て
預
金
払
戻
請
求
権

を
有
す
る
と
し
て
、
そ
の
残
高
お
よ
び
遅
延

損
害
金
の
支
払
い
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
銀

行
が
、
①
振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
に
基
づ
く

取
引
停
止
措
置
を
執
っ
た
か
ら
Ｙ
銀
行
は
Ｘ

の
預
金
払
戻
請
求
を
拒
絶
で
き
る
、
ま
た

は
、
②
Ｙ
銀
行
の
普
通
預
金
規
定
を
理
由
に

こ
れ
を
拒
絶
で
き
る
と
反
論
し
、
こ
れ
を
争

っ
た
事
案
で
あ
る
。

２
　
訴
外
弁
護
士
は
、
平
成
25
年
７
月
、

Ｙ
銀
行
に
対
し
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
が
作

成
し
た
統
一
書
式
を
用
い
て
、
本
件
口
座
が

架
空
請
求
ま
た
は
恐
喝
の
手
口
で
不
正
に
振

込
送
金
を
請
求
す
る
こ
と
に
用
い
ら
れ
て
い

る
旨
の
情
報
提
供
を
す
る
と
と
も
に
、
本
件

口
座
の
取
引
停
止
ま
た
は
本
件
口
座
の
解
約

を
求
め
る
依
頼
を
行
っ
た
。

Ｙ
銀
行
は
、
同
月
、
本
件
口
座
に
つ
い

て
、
振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
３
条
１
項
に
基

づ
き
、
取
引
停
止
措
置
を
執
り
、
同
月
、
預

金
規
定
に
基
づ
き
、
本
件
口
座
を
強
制
解
約

し
た
。

大
阪
高
裁
は
、
前
記
①
の
Ｙ
銀
行
の
反
論

を
排
斥
す
る
と
と
も
に
、
前
記
②
の
Ｙ
銀
行

の
反
論
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
判
示
し
た
う

え
で
、
本
件
に
お
い
て
、「
具
体
的
な
必
要
性

が
存
続
し
て
い
る
場
合
」
に
当
た
ら
な
い
と

し
て
、
こ
れ
を
排
斥
し
た
。

「
預
金
口
座
が
法
令
や
公
序
良
俗
に
反
す

る
行
為
に
利
用
さ
れ
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
、
Ｙ
銀
行
が
当

該
預
金
口
座
の
解
約
又
は
取
引
停
止
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
旨
の
本
件
預
金
規
定
13
⑵
の

趣
旨
は
、
預
金
口
座
が
犯
罪
行
為
等
に
利
用

さ
れ
て
犯
罪
行
為
等
を
助
長
す
る
結
果
に
な

っ
た
り
、
正
当
な
権
原
を
有
し
な
い
者
が
預

金
の
払
戻
し
を
受
け
て
利
益
を
受
け
た
り
す

る
こ
と
を
回
避
す
る
こ
と
等
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
他
方
、
取
引
停
止
は
、
特
に
払
戻

し
等
の
停
止
が
長
期
間
に
わ
た
れ
ば
、
口
座

利
用
者
に
重
大
な
経
済
的
不
利
益
を
生
じ
さ

せ
か
ね
な
い
し
、
ま
し
て
解
約
は
、
口
座
利

用
者
に
通
知
し
た
上
で
行
う
も
の
で
あ
る
と

し
て
も
、
そ
れ
自
体
、
口
座
利
用
者
に
重
大

な
経
済
的
不
利
益
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
の

あ
る
措
置
で
あ
る
。
解
約
等
（
解
約
又
は
取

引
停
止
）
の
趣
旨
と
そ
れ
が
利
用
者
に
生
じ

さ
せ
る
不
利
益
と
を
勘
案
す
る
と
、
仮
に
、

銀
行
が
上
記
規
定
に
基
づ
い
て
払
戻
し
を
拒

絶
で
き
る
と
し
て
も
、
あ
る
預
金
口
座
が
法

令
や
公
序
良
俗
に
反
す
る
行
為
に
利
用
さ
れ

た
事
実
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
銀
行
が
上
記

規
定
に
基
づ
い
て
払
戻
し
を
拒
絶
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
解
約
等
（
解
約
又
は
取
引

停
止
）
と
い
う
手
段
を
認
め
た
上
記
趣
旨
に

照
ら
し
て
、
せ
い
ぜ
い
そ
の
具
体
的
な
必
要

性
が
存
続
し
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
、
少
な

く
と
も
そ
の
必
要
性
が
失
わ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
上
記
規
定
に
基
づ
く
払
戻
し
の
拒
絶

を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ

る
」。本

件
で
は
、
①
振
り
込
め
詐
欺
救
済
法
２

条
４
項
所
定
の
「
犯
罪
利
用
預
金
口
座
等
」

に
本
件
口
座
が
該
当
す
る
か
否
か
、
②
預
金

規
定
の
強
制
解
約
条
項
の
解
釈
・
適
用
、
な

ど
が
論
点
に
な
っ
て
い
る
。

特
に
論
点
①
に
つ
い
て
は
、
多
数
の
下
級

審
裁
判
例
が
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
論

点
に
係
る
本
判
決
の
論
旨
は
、
従
来
の
多
数

の
下
級
審
裁
判
例
の
判
旨
と
ま
っ
た
く
異
な

っ
て
お
り
、
そ
の
妥
当
性
に
疑
問
な
点
が
多

い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
論
点
②
に
係
る
前
記
判
旨
に
つ
い

て
も
、
特
定
の
預
金
口
座
に
お
い
て
、
過

去
、
法
令
や
公
序
良
俗
に
反
す
る
行
為
に
利

用
さ
れ
た
事
実
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
だ
け
で
は
取
引
停
止
措
置
の
継
続

を
正
当
化
で
き
な
い
と
解
し
、
こ
の
継
続
が

認
め
ら
れ
る
場
面
を
限
定
的
に
理
解
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
判
旨
に
も
疑
問
が

あ
る
。

（
浅
井
 弘
章
）

判
　
旨

事
案
の
概
要

解
　
説


